
議案第４号 

   平成２７年度君津富津広域下水道組合会計予算 

 平成２７年度君津富津広域下水道組合会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３８９，１９２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

(1)   各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

     平成２７年３月１１日提出 

  

                                         君津富津広域下水道組合 

                                         管理者  鈴 木 洋 邦 



第１表　歳入歳出予算

　歳　入 　　　　 　　　 　　　　（単位:千円）

款 項 金　　　　　　　　　額

 １ 分担金及び負担金 766,616                              

 1 負担金 766,616                              

 ２ 使用料及び手数料 767,280                              

 1 使用料 766,664                              

 2 手数料 616                                  

 ３ 国庫支出金 306,900                              

 1 国庫補助金 306,900                              

 ４ 県支出金 1                                    

 1 県補助金 1                                    

 ５ 繰越金 158,456                              

 1 繰越金 158,456                              

 ６ 諸収入 39                                   

 1 延滞金、加算金及び過料 3                                    

 2 組合預金利子 10                                   

 3 雑入 26                                   

 ７ 組合債 389,900                              

 1 組合債 389,900                              

2,389,192                            歳　　入　　合　　計



　歳　出 　　　　 　　　 　　　　（単位:千円）

款 項 金　　　　　　　　　額

 １ 議会費 1,943                                

 １議会費 1,943                                

 ２ 総務費 77,972                               

 １総務管理費 77,635                               

 ２監査委員費 337                                  

 ３ 土木費 1,520,451                            

 １下水道管理費 718,123                              

 ２下水道建設費 802,328                              

 ４ 公債費 773,826                              

 １公債費 773,826                              

 ５ 予備費 15,000                               

 １予備費 15,000                               

2,389,192                            歳　　出　　合　　計



第２表　地方債

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円

公共下水道整備事業 389,900        普通貸借又は証券発行

計 389,900        

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利
率の見直しを行
った後において
は、当該見直し
後の利率）

  政府資金については、その融資条件により、
銀行その他の場合には、その債権者との協定に
よる。ただし、組合財政の都合により据置期間
及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは
低利に借換えすることができる。
　なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越
して借り入れることができる。



君　津　地　区 　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 組合債 一般財源
水処理施設（５・６池）建設工事委託　1式
（H23～H28継続費）
機械棟耐震補強工事委託　 1式
開削工　φ1650mm　L=96m
信号機移設

開削工　合流管　φ250mm～300mm　L=268m　

事業計画変更業務
1,969ha(1,276ha)

アクションプラン策定業務
1,969ha(1,276ha)

富　津　地　区 　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 組合債 一般財源
水処理施設（５・６池）建設工事委託　1式
（H23～H28継続費）
機械棟耐震補強工事委託　 1式
汚水桝設置　10箇所

事業計画変更業務
1,969ha(693ha)

アクションプラン策定業務
1,969ha(693ha)

計 179,057 92,097 82,719 4,241

2,434

⑨ 公共下水道アクションプラン策定事業 1,574 1,574

⑧ 公共下水道事業計画変更事業 2,434

33

⑦ 汚水桝設置事業 7,600 7,400 200

⑥ 君津富津終末処理場築造事業 167,449 92,097 75,319

番号 事        業       名 事　業　費
左　の　財　源　内　訳

概　　　　　　　　　　要

計 554,601 214,803 307,181 32,617

左　の　財　源　内　訳
概　　　　　　　　　　要

3,988⑤ 3,988公共下水道アクションプラン策定事業

6,166

③

④ 公共下水道事業計画変更事業 6,166

13,473

90,500

台１・２丁目合流管築造事業 54,473 41,000

② 八重原雨水幹線築造事業 99,423 8,923

①

事　業　費

214,803390,551君津富津終末処理場築造事業 67175,681

平 成 ２ ７ 年 度 公 共 下 水 道 事 業 一 覧 表

番号 事        業       名




